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フォーラム

「ことばと公共性」の風を感じ，通し，起こす
［書評］牛窪隆太，福村真紀子，細川英雄（編著）『ことばと公共性 

―言語教育からことばの活動へ』

末松 大貴*
（名古屋学院大学）

概要

本稿は，牛窪隆太，福村真紀子，細川英雄（編）『ことばと公共性―言語教育からこと

ばの活動へ』（2024年，明石書店）の書評である。本書は，様々な立場でことばの教育や

研究に関わる15名の執筆者らが「公共性」という観点からそれぞれの実践や経験を考

察している。このことを通して，従来専門家の領域として考えられてきた「言語教育」を，

すべての人に関わる「ことばの活動」として考えることの意義や可能性を，読者に問いか

けている。本稿では，各章について評者の考えも含めて内容をまとめ，本書の意義と今

後の展望について，評者の考えを示す。
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1．公共性から「言語教育」を問い直す

1．1．アウシュヴィッツの風を求めて

2025年8月末，評者は，ポーランド南部のOświecim

（オシビエンチム）という都市にあるアウシュヴィッツ・

ビルケナウ強制収容所の跡地（以下，アウシュヴィッ

ツ）を訪れた。この地を訪れようと思ったのは，牛窪

隆太，福村真紀子，細川英雄（編）（2024）『ことばと

公共性―言語教育からことばの活動へ』（以下，本

書）を読んだことが大きな要因となった。本書の中で

何度か言及されるアウシュヴィッツ，そして，「忘却の

穴」ということばに触れる度，評者は，現在評者が関

わっている日本語教育，そして日本国内の状況にどこ

か共通するものを感じた1。そして，関連書籍や映画，

ドキュメンタリーなどにも目を通すようになった。しか

し，日本の自身の部屋や勤務先のデスクで見聞きする

それは，「どこか遠くの地で起きた過去のこと」という

感が拭い切れなかった。本書でも何度か言及されて

いる「自分事として考える」ため，「共通の部分

（common）」を見つけるためには，たとえわずかな時

1　特に，本稿を執筆している2025年の夏，日本では参議

院議員選挙が行われたが，その中で，評者の知る限り過

去にないぐらい「外国人」に関する話題が取り上げられた

ことも影響した。＊
Eメール：spitz_date@yahoo.co.jp
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間であっても，自身の足で訪れ，目で見て，風や匂い，

空気を感じることが必要ではないか。小学校の頃から

教科書で存在だけは知っていたアウシュヴィッツに，日

本語教育に関わるようになって再び出会い意識するよ

うになったのは，何か意味があるのではないか。この

ような想いで，評者はアウシュヴィッツを訪れた。

当日は，第1収容所と第2収容所を4時間ほどかけ

て見学した。図1，図2はいずれも第2収容所の写真

である。アウシュヴィッツには昨年は183万人が訪れ

（NHK ONE，2025），評者が見学した当日も多数の見

学者がいた。かつては一度入ったら抜け出せない

（＝開かれていない）場所であったアウシュヴィッツは，

現在は訪れたすべての人々に開かれた場所となって

いる。一方，今後の世代へどう継承していくかが課

題であるともされており（BBC NEWS JAPAN，

2025），この地がいつまでも公共に開かれた場である

かどうかは，私たち人類の手にかかっている。そし

て，このような公共に開かれているということ（公共

性）と，評者が関わっている日本語教育のような「言

語教育」の関連を述べているのが本書である。

1．2．本稿の概要

本稿は，牛窪ほか（2024）の書評である。本書は，

様々な立場でことばの教育や研究に関わる15名の執

筆者が，「公共性」という概念を基にそれぞれの実践

や経験を省察しまとめたものである。

公共性について，本書では『公共性』（齋藤，2000）

が根幹となっている。まず，齋藤（2000）は，公共性

について共同体との違いという観点から説明をして

いる。具体的には，（1）共同体は閉じられた領域を

作るのに対して，公共性は誰もがアクセスし得る空間

である，（2）共同体は統合にとって本質的とされる価

値（宗教的価値，道徳的・文化的価値など）を成員が

共有することを求めるが，公共性は人びとのいだく価

値が互いに異質であることを条件とする，（3）共同体

図1．第2収容所の「死の門」と呼ばれた監視塔：筆者撮影。門の奥側が敷地内である。

図2．第2収容所内の跡地：筆者撮影。現在は世界中から見学者が訪れている。
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ではその成員が内面にいだく情念（愛国心，同胞愛，

愛社精神など）が統合のメディアになるが，公共性で

は人びとの間にある事柄や人びとの間に生起する出

来事への関心（interest）がメディアとなる，（4）共同

体は一元的・排他的な帰属（belonging）を求めるが，

公共性の空間においては人びとは複数の集団や組

織に多元的にかかわること（affiliation）が可能であ

る，以上4点を挙げている（pp. 5-6）。その上で，齋

藤（2000）は公共性を，同化や排除の機制を不可欠と

する共同体ではなく，「価値の複数性を条件とし，共

通の世界にそれぞれの仕方で関心をいだく人びとの

間に生成する言説の空間」（p. 6）であると定義してい

る。「価値の複数性」（考え方や価値観およびそれに

基づく行動が異なる他者）や「言説の空間」（ことばと

空間）は，「言語教育」と密接に関わっている要素で

ある。このような背景から，本書は，言語教育と公共

性は密接に関係するものと考え，公共性という観点か

ら言語教育を問い直すことを目的としている。そして，

公共性を考えるための共通の軸として，「「公共性」を

論じる磁場を大きく変化させる意味をもっていた」（齋

藤，2000，p. 23）とされる『人間の条件』および『公共

性の構造転換―市民社会の一カテゴリーについて

の研究』のそれぞれの著者であるハンナ・アレントと

ユルゲン・ハーバーマスの論考が設定されている。本

書の15名の執筆者は，齋藤純一，ハンナ・アレント，

ユルゲン・ハーバーマスに見られる「公共性」の論考

を基に，それぞれの立場や観点から「言語教育」を

問い直している。そして，本書全体を通して，従来，

言語教育の専門家の領域とされていた様々な事柄

を，すべての人に関わる「ことばの活動」として考える

ことの意義や可能性が示されている。

本稿では，まず，各章の概要について評者の私見

を踏まえながら示す。その後，本書の意義と今後の展

望について述べる。

2．各章の概要

本書は，編者の一人である細川の序章に始まり，第

Ⅰ部「ことばの活動と教育のあり方」，第Ⅱ部「言語の

自由と活動」，第Ⅲ部「公助の視点」，第Ⅳ部「個と社

会を超える」，第Ⅴ部「忘れられた存在が 「現われ」る

とき」，第Ⅵ部「アレントとハーバーマスから考える」と

いう6つのパート，全14章（序章を含む）から成る。

本書では，アレントとハーバーマスの論考が共通の軸

として設定されているが，両者の論考については第Ⅳ

部で詳しく言及されている。以下，序章を含めて，各

章ごとに概要を示す。

2．1．序章「ことばによって生きるための公共性」（細

川 英雄）

序章では，細川が「ことばによって生きることと公共

性の関係」（p. 11）についてまとめている。序章は，

「ことばと公共性」について考える観点として，従来の

「言語教育」をどのように変革するのかというより，人

は社会の中で「ことばによって生きる」存在であるとい

う点を出発点として，それを掘り下げていく形で展開

されている。第1章から第11章で「ことばと公共性」

を考えるための様々な事例が示されているが，その前

提として，人は社会の中で「ことばによって生きる」存

在であり，社会は様々な種類，形態の「ことばの活

動」によって成り立っている，という点を序章は示して

いる。

「ことばによって生きる」生き方，そして，社会にお

ける人々の「ことばの活動」は，SNSの普及や AIの

発展によって急速に変化している。評者は現在大学

の学部生や日本語を学ぶ留学生と関わっているが，

彼ら／彼女らとのやりとりでは違和感を覚えることが

ある。1つ例を挙げると，「メール1往復主義」のよう

にメールやテキストメッセージの返事を省略する場合

である。具体的には，学生が「現在の成績を教えて
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下さい」「明日の講義では教科書が必要ですか」など

と評者にテキストメッセージで質問をし，それに評者が

「～ですよ」と返信をすると，評者としてはその後にそ

の学生から「分かりました。ありがとうございまし

た。」のような返信がないと気になる（失礼と感じると

いうより，尻切れトンボのような感じでムズムズすると

いう感覚になる）のだが，半数近くの学生はそこで返

信をせずやりとりを終える。その一方で，学部生や留

学生からすると，「なぜわざわざ省略可能なメッセー

ジを送る必要があるのか」というような想いを抱くかも

しれない。もちろん，このような学生ばかりではない

だろうし，昔からそのようなコミュニケーションは多

かったかもしれない。一方で，その背景には「タイム

パフォーマンス重視」など近年の若者の変化が関係し

ているとも言われている（FNNプライムオンライン，

2024）。このような例は，本書で述べられている「こと

ばの活動」そして「ことばによって生きる」という概念

に比べると些細な（あるいは，的外れな）例かもしれ

ない。しかし，タイムパフォーマンスやコストパフォーマ

ンスを重視する若者が増えているということを考える

と，社会の変化がコミュニケーションの変化にも影響

を及ぼしている例であり，それはつまり，「ことばに

よって生きる」その在り方や根幹が変化している可能

性も示唆しているのではないだろうか。つまり，「こと

ばによって生きる」ことを考えるためには，社会，人，

ことばそのもの，そしてそれらの間に生じ得る様々な

関係を注意深く見つめていくことが必要である。第1 

章から第11 章では，その具体的な事例や視点を著者

らが提供している。

2．2．第Ⅰ部　ことばの活動と教育のあり方

2．2．1．第1章「クリティカルな思考が 「自己犠牲」

につながるとしたら―公共性 -複数性を志向する教

室と，アレントの教育論」（有田 佳代子）

第1章の執筆者である有田は，過去，「小さな 「ア

イヒマン」」（p. 27）のように，所属する集団に存在する

考えや「上」の意向に「なにか変だ」と思いつつも思考

や想像力を意図的に停止し，淡 と々業務をこなす存在

のようになったことがあるという。そのため，ことばの教

育について，「他者の立場に立ち考えたうえで，自身の

意見や行動を決定していくという判断力」（p. 30）を鍛

える場を創出したいという理念を持っている。しかし，

一方で，学生からは上述の理念に基づく対話活動が

本当に必要なのかという問いが投げかけられたとい

う。その具体例として，2つの授業実践と学習者の声が

示されている。有田は，問いについて明確な答えが見

つかったわけではないが，それでもやはり，「小さな「ア

イヒマン」」を生まない（にならない）ために，対話によっ

て他者と価値観を交換し高め合う場が必要ではない

かと述べている。

上記の有田が示している問い，筆者の解釈を基に

ことばを補足すると，そのような教育を理想とする教

師のエゴではないのかという問いは，多くの言語教

育関係者に向けられたものでもあるだろう。アーレント

（1968/1994，pp. 249-250）は，子供の教育の本質に

ついて，生命を与えるという側面と世界の中に導き入

れるという側面の2点を指摘している。また，2点目の

世界の中に導き入れるという点と関連して，学校は

「子供が最初に世界に導かれる」（p. 254）場所であ

り，学校での教師の役割は，世界について知り，子

供に配慮しながら「これがわれわれの世界だ」という

ことを徐々に示していくことである（p. 255）と述べて

いる。有田の2つの実践は，対象者は子供ではない

が，それまで学習者たちが持っていなかった，あるい

は知ってはいたが向き合ってはいなかった観点から

「これがわれわれの世界だ」という点を示そうとした

ものといえるだろう。また，小玉（2013）は，アレント

の論考や関連する研究をまとめた上で，教師は新し

い存在としての子供と現在存在する世界を橋渡しす

る存在であり，同時に世界に責任を負う存在，つまり，

「教師は教師である前に市民でなくてはならない」（p. 
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185）と述べている。

以上，アーレント（1968/1994）と小玉（2013）をま

とめると，「われわれの世界」の一部として問題や矛

盾，権力関係を学習者に示す際には，実践者（教師

など）もそれらの問題について一人の人間（≒市民）と

してどのように考えるのかを示し，第3章の中川のよう

に，「教師」「学生」という役割を超えて参加者同士で

対話するような工夫が必要なのではないだろうか。そ

して，その過程がすべての参加者にとって過度な「自

己犠牲」や他者への攻撃とならないような調整や配慮

も，実践者には求められる。このように考えると，言

語教育の場を言語の能力やスキルの向上という観点

以外から考えること，つまり「ことばの活動」とは何な

のかを有田のように葛藤しながらも追い求めていく姿

勢が必要になる。第1章はその過程が生 し々くも活き

活きと記述されている。

2．2．2．第2章「コロナ禍における留学生交流事業

の取り組み― 「第三の故郷を見つける農家民泊」 再

開までの軌跡」（市嶋 典子）

第2章では，市嶋が，全体の統括として関わってい

た「第三の故郷を見つける農家民泊」の活動につい

て公共性という観点から考察を述べている。第三の

故郷を見つける農家民泊（以下，農家民泊の活動）と

は，「秋田県内で学ぶ留学生，日本人学生が農業体

験を通じ，農業と農家の暮らしを体験的に理解するこ

と，秋田県西木町の魅力を認識し，活動後も同地を再

び訪れるような関係を作ることを目指す活動」（p. 52）

である。この農家民泊の活動について，市嶋は，活

動内外の4つのやりとりに注目している。すなわち，

（1）異なる属性の参加者（日本人学生，留学生，農家

の方）のやりとり，（2）運営・実施の当事者である農

家の方同士のやりとり，（3）市嶋が所属していた学校

の関係者とのやりとり，（4）外部の人とのやりとり（農

家民泊の活動の公開）である2。

（1）～（4）それぞれの内容は省略するが，これらを

見てみると，農家民泊の活動は，実施や運営の当事

者である市嶋，学校の関係者，農家の方たちの思い

が根底にあり，それを対話によって共有し，その思い

と対話の内容を基に活動を実施し，話し合い→実際

の活動→話し合い→実際の活動…のように続いてき

たことが分かる。つまり，1回1回の活動は，それ単

独で終わりというわけではなく，より良い活動を模索

するための1つのプロセスであった。市嶋（2014）は，

実践研究を「実践に参加する教師と学習者との生の

営みに内在する固有の意味を見出していくプロセス」

（p. 221）と定義しているが，農家民泊の活動も，参加

者同士が「生の営みに固有の意味を見出していくプ

ロセス」である実践研究と捉えることができる。つま

り，第2章は，複数の実施者が関わる実践（教室で行

われる一般的な授業実践だけではなく，農家民泊の

活動のようなものも含む広い意味での教育実践）の

場合の理念の共有の重要性，理念と実践の往還，そ

れを「公開」することの意義を示していると言える。そ

して，仮に実践研究と捉えることが妥当だとすれば，

実践研究がその実践の改善だけでなく，その実践が

行われている文脈，社会の変革を志向することも提唱

されている（三代ほか，2014）ことを踏まえると，農家

民泊の活動が社会，特に舞台である秋田県西木町

や，参加校にどのような変化をもたらしたのかという点

も示されると，農家民泊の活動の意義を考える視点が

更に広がるのではないだろうか。

2．2．3．第3章「教室の外から大学におけるインク

ルージョンを考える―ヒューマンライブラリーを通じ

て自分や他者の 「普通」に向き合う対話」（中川 正臣）

第3章では，執筆者である中川とともにヒューマンラ

2　（1）～（4）は評者がつけた番号であり，本書の中でこ

の順に掲載されているわけではない。
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イブラリー（以下，HL）に参加し対話を続けた大学生

のはる（仮名）の語りを基に，HLがはるにとってどの

ような場であったのかが示されている。はるは過去に，

「普通」に対する周囲からの圧力や「普通」になりた

いのになれないという葛藤に苦しんだ経験がある。こ

のようなはるの語りと変化を踏まえて，中川は HLにつ

いて，齋藤（2000）が示す公共性の4つの特徴（誰も

がアクセスし得る空間であること，人々の抱く価値が

互いに異質であること，人々の間の事柄や出来事に

関心があること，一元的・排他的な帰属を求めないこ

と）を有しており，大学においてインクルージョンを実

現するための活動の1つではないかと述べている。

はるとHLの関わりは，様々な世界と個人をつなぐと

いう点では，第1章の有田の実践と共通している。第

1章の有田は，社会や世界で起こっている様々な問題

を様々な資料（書籍，新聞の社説など）を通して学習

者に示し，それらに対する考えを言語化するように働

きかけた。第3章の中川は，HLの「本」を通して，は

るが知らなかった（であろう）世界との出会いの機会

をもたらした。ただし，それだけではなく，中川は，

教室の外という開かれた場で教師と学生という立場

に関係なく共通の話題について対話をすることを重視

していた。このことについて，本書第11章で福村が

「6．2．「権力」と「抑圧の力」」（pp. 268-273）につい

て述べている内容を基にまとめると，中川は，「教師」

と「学生」という関係である以上どうしても生じ得る

「抑圧の力」を脱ぎ捨てようとしていたのではないか

と考えられる。そしてその根底には，第3章冒頭で示

されているような，中川自身が「抑圧の力」によって個

の自由，換言すれば，中川という一人の人間を否定さ

れた経験も影響していたのではないだろうか。以上

のことからは，HLをどのように案内・実施するかとい

う点だけではなく，案内・実施する者が，自身はどの

ように関わるのか，そしてそれはなぜかという点にも

向き合っていく必要があると考えられる。

また，はるは HLに参加した後に自身の気持ちや考

えをノートにまとめていた。「本」との出会いによって

生じる感情や価値観は人それぞれであると考えられ

るため，それら自身の中に起こった変化にじっくりと向

き合うことも重要であるだろう。はるは自主的にこのよ

うな変化に向き合うこと，つまり省察を行っていたが，

今後は，HLの「読者」の省察やその支援という観点

も重要ではないだろうか。

2．3．第Ⅱ部　言語の自由と活動

2．3．1．第4章「連句活動における公共性―文芸

的公共圏としての座の文学」（白石 佳和）

第4章では，執筆者である白石が関心を持っている

「連句」の活動について，「文芸的公共圏」の1つと

して位置づけたうえで公共性との関連が論じられて

いる。連句とは，「複数の人が長句（5・7・5），短句

（7・7）を交互に詠み合いながら一つの作品を紡いで

いく協働性の文学」（p. 94）である。このような連句と

公共性の関連について，白石は，理論的側面だけで

なく歴史的文脈からも考察している。また，白石自身

が捌き（さばき，司会進行者）を担当し，留学生7名

が参加した連句の実践の例を挙げ，連句の活動が

「個人の世界観をお互い尊重する空間」，「参加者た

ちを関係づけまた切り離す，複数性を含む場所」（p. 

107）となっていたのではないかと述べている。

石出（2024）は，日本の高等学校の国語教育にお

いて，学習指導要領の改訂により将来的に文学作品

に触れる機会が減少するのではないかと述べてい

る。コーヒーハウスやサロンで行われていた議論を例

にして「文芸的公共圏の中から政治的な市民的公共

圏が立ち現れてくる」（p. 93）ことを踏まえると，高等

学校への進学率が近年はほぼ毎年95％以上の日本

（文部科学省，2021）において文学作品に触れる機会

が減少していくのは，文芸的公共圏の減少，そして

結果的に市民的公共圏の減少につながってしまうの

ではないか，というのは評者の考え過ぎだろうか。そ
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の意味で，文芸的公共圏の活動の選択肢の1つとし

て連句の活動を詳細に示した第4章は，大変心強い

ものであった。さらに言えば，他の文学的活動（第4

章内でも示されている俳句や読書会など）で形成され

る文芸的公共圏との共通点や相違点などが明らかに

なると，それぞれの活動の意義がより明らかになるの

ではないだろうか。

また，第4章は，白石のような連句の活動は実施で

きなくても，他の活動を通して文芸的公共圏を目指すと

いう発想ももたらしてくれる。例えば，評者は現在，大

学で留学生向けの日本語教育に関わっている。そし

て，個人的に現代短歌に少し興味があり，歌集を読ん

だり，SNSの X（旧 Twitter）上で「＃短歌」「＃ tanka」

というハッシュタグを用いた活動に参加したこともあ

る。現代短歌を用いる例として，カン ハンナ（2019）

『歌集　まだまだです』を題材として用いるのはどうだ

ろうか。この歌集には，韓国・ソウル出身の著者が日

本に来て生活し，両国を行き来する中で詠んだ歌が

収められている。その中には，著者が発見した日本語

（「日本語の 「行けたら行く」 は 「待たないで」 の意味

だったのか　飴を舐めつつ」（p. 74））や日本文化

（「一つだけ残されている焼き餃子　ここは日本の奥

ゆかしい夜」（p. 195））だけでなく，日本人や日本社

会の外国人に対する姿勢（「「外人は借りられぬ部屋

があります」と物件探しに厚くなる耳」（p. 53）），日本

と韓国の関係（「読み終えた『異文化理解』の中から

は見つけられない日韓の距離」（p. 62））など，様々な

観点から考えさせられるような歌も含まれている。実

践者側である程度テーマごとに歌を分類し，それらに

ついての議論や創作などを通して，文芸的公共圏の

形成につながり，「異文化の比較にも役立つ」ことば

の活動を展開できないだろうか。

2．3．2．第5章「英語と私と公共性―批判的応用

言語学の視点から」（田嶋 美紗子）

第5章では，英語教育に関わる執筆者の田嶋の

「英語は公的である／公的ではない，英語は共通語

である／共通語ではない，英語はみなに開かれてい

る／開かれていない」（p. 111）という矛盾した思いを

基に論が展開されている。そしてその根底には，「英

語＝世界の共通語」言説（p. 111）に対して，完全に

賛同することはできないものの，断固として抵抗するこ

ともできないという想いが有るという。

少し脱線するが，評者の経験を1つ示す。評者は

過去，大学の学部生向けの日本語学に関する講義

（100名程度受講）で，内容に入る前に「日本は今，

「多文化共生社会」 を目指しています。その日本にお

いて，「言語」については，どのようなあり方が望まし

いと考えますか」という問いを立て，「学校（小学校

～）での外国語教育」について記述してもらったこと

がある。その中で，約半数の学生が英語教育の充実

（コミュニケーション能力重視の授業，早期英語教育

の拡大など）のみを挙げていた。そしてその理由とし

て，田嶋の実践と同様，「英語は世界の共通語だか

ら」を挙げている学生も少なくなかった。もちろん，学

生がそもそも「多文化共生」をどのように考えていた

のか（第8章とも関連）という点も関連するが，「英語

＝世界の共通語」言説の影響も少なからずあったの

ではないだろうか。

話を本書に戻す。田嶋は「英語＝世界の共通語」言

説について，公共性という観点から「英語に公共性は

ない」と「英語に公共性はある」という両方の立場に

関連する理論について批判的考察を試みている。「英

語に公共性はない」という点については，英語帝国主

義論を基に述べられている。一方，「英語に公共性は

ある」という点については，WE（World Englishes）論

および ELF（English as a lingua franca）論から考え

られると述べている。しかし，田嶋は上記の理論には

いずれも欠けている視点があることを指摘し，章の最

後に，「英語に公共性がある」とするWE論や ELF論

の網羅できていない点と向き合うこと，英語という言語

が持つ様々な面に目を向け，「突き放し」と「深い付き
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合い」を通じて関わっていくことが自身にとっての「こ

とばの活動」であると述べている。

評者の経験として示した「学校（小学校～）での外

国語教育」という質問では，上述したように英語教育

の充実のみを挙げていた学生が半数近くいた一方で，

「英語以外の言語や文化も学ぶこと」を挙げている学

生も少なからずいた。これは，評者や学生が所属す

る学部が世界の様々な言語や文化を学ぶ機会に比較

的恵まれていることも影響していると考えられる。また，

「今のままで良い」のように現状を肯定する声もあっ

た。あの時評者に必要だったのは，田嶋の最後の主

張を踏まえると，学生たちの様々な意見を踏まえ，身

の回りの様々なことばが持つ政治性や権力性に目を

向けるような内容につなげることだったのではないか

と本章を読んで感じた。そうすることで，学生たちに

「一般社会全体において英語以外の言語への興味・

関心を高める一助」（p. 129）となったかもしれない。

また，評者は現在日本国内の大学で日本語教育に関

わっているが，日本語のNSとNNSの間に生じている

様々な不平等に十分に目を向けているか。日本語に

関する意識や規範が「支配的なコード」（斎藤，2011，

p. 11）として作用している場面はないか。そして評者

自身は，日本語やことばとどう向き合っていくのか。第

5章を通して，田嶋に問いかけられているように感じ

た。そして，このような問いを日本語教育関係者，英

語教育関係者でそれぞれで考えるだけでなく，様々な

ことばの教育に関わる者同士で行っていくことで，さ

らに「ことばの活動」の輪が広がっていくのではない

かと考えた。

2．4．第Ⅲ部　公助の視点

2．4．1．第6章「差別や偏見の「壁」を越える―ベ

トナム人留学生による技能実習生支援の実際から」

秋田 美帆・牛窪 隆太・徳田 淳子）

第6章では，留学生として来日したベトナム人女性

のまるこ（仮名）さんがベトナム人技能実習生3を支援

する団体を立ち上げ，支援を始めた経緯が示されて

いる。まるこさんは来日後，日本語が不自由なことで生

じる「ことばの壁」や，差別や偏見，異質なものを見

るような視線などの「心の壁」を感じた。その際，ま

るこさんは自身（＝個）の問題であると考え，解決しよ

うと試みた。その後，ベトナム人技能実習生と出会い，

彼ら /彼女らと「共通の部分（common）」を見出し，

そこから生まれた問題意識によってベトナム人技能実

習生の支援団体を立ち上げようと考えた。そして，そ

の問題意識に共感を示した NPO運営者と協力して

支援団体を立ち上げた。執筆者ら（秋田・牛窪・徳

田）は，技能実習生を含めた日本国内の外国人が抱

える問題や壁について，まるこさんのように「共通の

部分（common）」を見出し自分事として捉える態度を

提唱している。

このように，まるこさんの問題意識は「個」から「公

的なもの」へと変化していった。まるこさんがベトナム

人技能実習生を支援する団体を作りたいと考えたの

は，ベトナム人技能実習生たちと自身の間にある「共

通の部分（common）」に気づき，自分事として考えた

からであった。第2章の農家民泊の活動では，市嶋，

農家の方々，大学のスタッフそれぞれが，「あの活動

は対面でするからこそ意味がある」という思いを抱え

ていた。第3章で示したはるやHLの様々な「本」は，

「普通の生き方」ということばや考え方に対して複雑

な思いを抱えていた。以上3つの章を踏まえると，「共

通の部分（common）」を持つ他者との出会い，そし

て対話が，個々の問題意識を公に開いていくことにつ

ながると考えられる。一時期，SNSで話題となった

「#MeToo運動」も，少し形は異なるが類似の運動で

3　第6章でも述べられているように，「技能実習制度」は

廃止となり「育成就労制度」となる予定である（2027年改

正法施行予定）。本稿では，本書と同様「技能実習生」と

いう表現を用いる。
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あるといえるだろう。第7章の筆者である松田が，ダ

イアローグの中で日本は自助の意識が強く公助や共助

といった意識が薄いと指摘しているが，特に薄いとさ

れている共助の意識を持つためには，上記3つの例

のように，まずは国籍や性別，年齢などに関わらず

「共通の部分（common）」に気づいていこうとするこ

とが必要ではないだろうか。

一方で，問題を抱えている個人が「外に向かって問

題を提起していくことが難しいという場合もあるでしょ

う」（p. 155）という執筆者らの指摘も無視できない。

このような状態が続けば，問題を抱えている人々はや

がて「忘却の穴」（第Ⅴ部）に落ちて（落とされて）し

まう可能性もある。まるこさんも，「ことばの壁」や「心

の壁」に直面した際，その要因を自身のものと思い続

けてしまった可能性もあった。技能実習生の問題に

関わらず，人々の「ことばの活動」についてどれだけ

自分事として考えられるか。そこに，言語教育に関わ

る者はどのようにアプローチできるか。秋田らの章は，

そのような問いを読者に投げかけている。

2．4．2．第7章「移動家族が弱さと信頼の親密圏を

育てる―日本で育つ移動家族の子どもの語りから見

えるもの」（松田 真希子）

第7章では，外国につながる移動家族の子どもの

教育について，松田が移動家族の中で育ち大学に進

学した4名の例を基に考察を述べている。松田は，

「「個の力」による解決任せの状況」（p. 167）や「強い

「公助」 によるトップダウンの解決」（p. 167）に頼る状

況には慎重になるべきであるという姿勢を示してい

る。そこで松田は，介護などで使われる「ケアの社会

的分有」という概念を援用した「教育の社会的分有」

を提案している。つまり，「従来の教育の責任論から

自由になり，ひとりひとりが弱さと信頼によって，外に

拓かれていき，周囲が全体として子どもの教育に自由

に参画できるようになる」こと，「公的な部分で保護

し，責任を課すのではなく，ある意味無責任に，その

場その場で自発的に活動する共助の輪が広がってい

くこと」（p. 168）である。

ケアの社会的分有に近い例として，柴田（2017）が

示している多世代コミュニティが考えられる。これは，

「（それに参加するために必要な料金があろうとなか

ろうと）そのなかで，乳幼児と非血縁高齢者との間の

対面コミュニケーションが成立しており，メンバーの入

れ替わりがあっても持続している定形的な社会関係」

（柴田，2017，pp. 137-138）であり，既に日本各地にい

くつかのコミュニティが存在しているという。柴田

（2017）は多世代コミュニティについて，運営安定化の

ために公的補助に依存してしまうと補助対象に合わな

い活動が行いにくくなり，より閉鎖的な場となってしまう

（p. 156）という面もあると述べており，「教育の社会的

分有」という考え方との親和性も高いと考えられる。

そして，松田が強調していた「全員が何かしら有す

る弱さを晒していくこと」（p. 169）についてである。こ

れは，第6章で秋田らが述べていた「共通の部分

（common）」と関連する。つまり，松田は，「全員が

何かしら有する弱さ」を晒すことでお互いに「共通の

部分（common）」を持っているということを理解する

ことにつながり，それによって「親密圏の形成は進む

のではないか」（p. 169）と述べている。一方，松田

は，日本社会は「他人に迷惑をかけないこと」「自立し

ていること」「がんばって自分で解決しようとすること」

が美徳とされており，他者に自分の弱さを晒し相互に

分有することは簡単ではない（p. 169）とも述べてい

る。評者は，日本語を学ぶ留学生（上級レベル）を対

象としたある授業（2025年春）で，留学生から「日本

に来てから『自己責任』ということばをよく聞くようにな

りました」と言われたのだが，これはまさに上記の松

田の主張と一致する。

評者にとって，「自己責任」ということばは，あくま

でその当事者が自身の言動について「これは（私の）

自己責任ですから」というように述べるものというイ

メージなのだが，第6章の技能実習生や，第7章の移
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動する子どもたちの教育に関する報道について，イン

ターネット上では「自己責任」ということばが暴力的に

用いられているのをしばしば目にする。幼稚園や小学

校などでは，「困っている友だちがいたら助けよう」な

どのフレーズをよく見聞きしていたような気がするのだ

が。松田は，地域の日本語教室，子ども食堂，子育

てサークルなどを弱さでつながる親密圏の例であると

して，このような「弱さの分かち合いがもたらす親密

圏こそ，これから私たちが育てていくべき公共性なの

ではないか」（p. 170）と述べている。そして，このよ

うな親密圏で形成される知見を，第2章で市嶋が述べ

ているように公開し共有していくこと，さらに言えば，

それを公の議論へと展開していくことで，それぞれの

コミュニティは存続していくのではないかと述べてい

る。このようなコミュニティレベルでの議論も必要であ

るだろう。しかし，個々人の中にある「自己責任」の

意識について考えることも，移動する子どもの教育に

関わらず，広く「ことばの活動」を考える上で重要なの

ではないだろうか。

2．5．第Ⅳ部　個と社会を超える

2．5．1．第8章「日本語教育の鏡に映る 「多文化共

生」の姿から学ぶこと」（福永 由佳）

第8章では，近年では当たり前に見聞きするように

なった「多文化共生」について，執筆者の福永が考

察を述べている。まず，文化庁の「「生活者としての

外国人」 に対する日本語教育の標準的なカリキュラム

案」（以下，カリキュラム案。文化庁文化審議会国語

分科会，2010）とアメリカの「将来のための備え

（Equipped for the Future）」スタンダード（以下，ス

タンダード）の2つの資料に記述されている内容を比

較し，カリキュラム案では外国人が「社会の一員」と

して「ホスト社会の日本が期待するような行動を望む

価値観」は含まれているが，制度や社会のありかたに

ついて問題提起したり議論する「能動的な人物像」

は含まれていない（p. 181）ことを明らかにした。さら

に，福永は，在日パキスタン人の日本国内における社

会的な活動への参加について調査結果から，在日パ

キスタン人は社会的な活動に積極的に参加している

一方，「日本人」は社会的な活動への参加率もその意

識も低いことを指摘している。また，近年日本国内で

は排外的な意識も高まっており，むしろ外国にルーツ

のある人たちから学ぶことも多いのではないかと述

べている。以上，国の政策に関わる資料と実態調査

という2つの観点から，福永は，日本語教育関係者自

身が，国の日本語教育政策に反映されている多文化

共生の姿を注意深く見つめ，自身も社会的存在の一

人として，多文化共生の実現にコミットしていくことが

重要であるとまとめている。

「多文化共生」の「文化」にも「共生」にも，その

社会に住んでいるすべての人が関わっているはずで

あるが，福永が指摘するように，日本では多文化共生

は外国にルーツのある人たちにだけ変化を求める傾

向にあることが指摘されてきた。山田（2018，p. 16）

は，現代の日本における多文化共生は，「奴隷的多文

化共生（先住文化的強者が新米文化的弱者を搾

取）」と「同化的多文化共生（先住文化的強者が新米

文化的弱者に迎合を求める）」がミックスされた概念と

して使われていると述べている。これは，福永が日本

のカリキュラム案の内容について述べていた点と重な

る。そして，山田（2018）は，「対等的多文化共生（先

住文化的強者と新米文化的弱者が対等・平等に社会

に参加する）」を目指すためには，多文化共生を目指

すための教育や活動が「マイノリティのためだけでな

くマジョリティも含めたすべての人々にとって必要なも

のだということをマジョリティ側に理解させていくこと」

（p. 41）や，同じ地域に住んでいる日本人と外国人が

出会い，関わり，存在を実感する機会を作ること（p. 

42）が必要であると述べている。これらは，福永の

「自身も社会的存在（social agent）の一人として多文

化共生の実現にコミットしていくこと」と同義であるだ
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ろう。公共性という観点から見ると，第13章で牛窪が

提示している「中間圏」が関連していると思われる。

国の政策や地方公共団体が示す指針などを見直すこ

とは確かに必要ではあるが，そのような公共性（そし

て権力性）を持つ政策や指針が影響する領域と，

個々人の生活領域である私的領域や親密圏の間でこ

そ，人や他者，モノ（モノについては第9章も参照）

が混じり合う。そして，そのつながりは「その場で発

生しその都度消えていくような不安定なつながり」（p. 

313）である。このような「中間圏」における人々の文

化とは何なのか，そこでの「共生」とは何かを探るこ

とこそ，多文化共生が「マイノリティのためだけでなく

マジョリティも含めたすべての人々にとって必要なも

の」として考えられるようになるために必要なのでは

ないだろうか。

2．5．2．第9章「店の 「カウンター」が引き寄せるコ

ンヴィヴィアリティと公共性―言説の空間を超えて」

（尾辻 恵美）

第9章では，オーストラリアのシドニーのマリックビ

ルという地域と，東京の新大久保にある複数の店舗

が舞台となっている。執筆者の尾辻は，それらの店

舗で見られたやりとりについて，言語資源だけでなく，

店内に蓄積されたさまざまな言語・物質・文化資源の

総体である「場所のレパートリー」を含めて考察して

いる。上記のやりとりには，コンヴィヴィアリティを語る

上で欠かせない両義的な側面，つまり，多文化の交

流における肯定的な側面と，緊張や軋轢，差別，交

渉，妥協などといった側面が見られたという。そして，

それらのやりとりが崩壊することなく両立したのは，携

帯電話のバッテリーや紙幣というモノ，店のカウンター

という場も関係していたのではないかと尾辻は述べ

ている。近年はテクノロジーの発達もあり，人や場，

モノの関係性も変化しているからこそ，「言説的なも

のだけではなく，物質性，空間性などをもひっくるめ

た公共性の種を活性化させ，育むこと」（p. 215）が重

要ではないかと最後に尾辻は問いかけている。

前の第8章で，福永は文化庁のカリキュラム案に示

されている多文化共生のための「社会のための一員

となる」という構成について，「とても息苦しく」感じた

（p. 180）と述べている。評者は，「多文化共生」なる

ものの定義や説明，例えば本書でも示されている「国

籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的ちがい

を認め合い，対等な関係を築こうとしながら，地域社

会の構成員として共に生きていくこと」（総務省，

2006，p. 5）を見るたびに，誤解を恐れずに言えば，気

持ちの悪さを感じていた。尾辻の中で示されているや

りとりやインタビューの例にも見られるように，他の言

語や文化，宗教が混じる場では，それらが原因で人々

の間にちょっとした緊張や衝突，差別，交渉や妥協な

どが起きることがある。日本で示される「多文化共生」

のような考えには，そのような面が捨象され，綺麗な

理想のみが全面に出ている気がしていた（もちろん，

評者の理解不足や偏見もあるだろうが）。コンヴィヴィ

アリティの両義性に注目するという観点は，「多文化

共生」なるものを目指す上で目を背けることはできな

い観点であるだろう。

また，携帯電話や紙幣などのモノに注目するという

点も，第8章独自の観点である。例えば，芦田（2017）

は，農業機械を対象に，ユーザー，メーカー，そして

モノ（農業機械）との関連性について考察している。

その中では，モノと人の関係が「不定形」な場合には

さまざまな人やモノが結びつき新たなイノベーションを

創出するつながりが生まれる可能性が見られたという

（p. 261）。尾辻，そして芦田（2017）のような見方は，

人間以外の存在も「社会」を構成し行為する「アクタ

ン」（＝行為する人および人以外の存在を含めた）とし

て捉え，それらの関係性に注目するという点で，アク

ターネットワーク理論（ANT）とも類似しているのでは

ないかと考えられる。例えば，第2章の農家民泊の活

動における農作物，第4章の連句活動における途中

での飲食物がその場にどのような影響を与えていた
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のかを考察することで，その活動における人や関係性

を理解する新たな観点となるのではないだろうか。

2．6．第Ⅴ部　忘れられた存在が「現われ」るとき

2．6．1．第10章「公共性から考えるサハリン残留日

本人―帰国者支援の変遷と永住帰国者の語りから」

（佐藤 正則・三代 純平）

第10章は，サハリン残留日本人とその支援団体に

焦点が当てられている。サハリン残留日本人は，戦後

から1980年代後半まで日本社会から忘れ去られてお

り，「忘却の穴」（アーレント，1951/2017，p. 234）に

封じ込められていたという。そのサハリン残留日本人

の帰国の支援活動を開始したのは，民間団体であっ

た。第10章の前半では，その民間団体はもともと「サ

ハリンの共同的記憶を共有する同胞愛の強いメン

バー」（齋藤，2000，p. 229）によって構成されていた

が，「樺太出身でも何でもない人たち」や「たまたまい

ろいろな理由で出会ってしまった人たち」が支援に関

わるようになり，福祉的，言語的な支援やアイデンティ

ティの支援なども行うようになったことが示されてい

る。後半では，「忘却の穴」に封じ込められていた2

名の帰国者（Aさん，Bさん）のライフストーリーが示

されており，AさんとBさんは，周囲のサポートも得な

がら「言説の資源」を獲得していくことで一人の人間

として「現われ」ていったことが示されている。

第10章の最後に，執筆者の佐藤・三代は，普段の

関係性やコミュニティ内で生きにくさや居心地の悪さ

を感じている人がいた場合，公共性，親密性，共同

体のうちどのような側面を持っているのかについて考

えることを提案している。確かにそのような示唆も得

られるだろう。だが，評者がそれ以上に気になったの

は，第10章のキーワードとして示されており，1．1．で

述べたように評者がアウシュヴィッツを訪れようと思う

ようになったきっかけの1つである「忘却の穴」であ

る。第10章では，「歴史から存在を抹消され，あた

かも存在したことがなかったかのような状態に陥るこ

と」（p. 221，脚注1）の喩えとして用いられている。こ

の「忘却の穴」について，アーレント（1951/2017）は

以下のように述べている。

警察の管轄下の牢獄や収容所は単に不法と

犯罪の行われる場所ではなかった。それら

は，誰もがいつなんどき落ちこむかもしれず，落

ち込んだらかつてこの世に存在したことがな

かったかのように消滅してしまう忘却の穴に仕

立てられていたのである。殺害が行われた，も

しくは誰かが死んだことを教える屍体も墓もな

かった。（p. 234）

この「仕立てられていた」という記述や，「屍体も墓

もなかった」という状況は，自然に発生したのではなく

そのように作られていたと考えられるように，「忘却の

穴」は決して自然発生的に生まれるものではなく，人

間が作ったシステムである。サハリン残留日本人につ

いても，「（当時の）日本政府は，サハリン残留日本人

を，日本国籍を棄て「自己意思」で残った人びととみな

すようになっていった」（p. 226）とある。以上を踏まえ

ると，「忘却の穴」は，現代でもわれわれの言動や意

識次第で誕生してしまう可能性があると言える。近年

の例では，2024年に起きた能登半島沖地震につい

て，被災者が時間が経つとともに「（人々に）忘れられ

るのが怖い」ということを口にしていたことが報じられ

ている（TBS NEWS DIG，2024）。様々な出来事が

起き目まぐるしく世界が動いていく中で，関心を持とう

としなければ「忘却の穴」に封じ込められてしまう

人々が確実に出てくる。言語に関して言えば，齋藤

（2000）が「言説の資源」（p. 9）を持つ・持たないに

よってインフォーマルな排除につながることが指摘され

ている。サハリン残留日本人やアウシュヴィッツの「忘

却の穴」の跡は，私たちに二度と同じような穴の跡を

残さぬよう訴えている。すべての人たちを忘れないた

めに，忘れさせないために，ことばの教育や研究に関

わる私たちには何ができるだろうか。佐藤・三代が示
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したような，その人々の声（語り）を残すことはそのた

めの有力な方法の1つであるだろう。また，アウシュ

ヴィッツの例で言えば Sawicki（2013）のような写真，

言語の例で言えば第7章の松田の YouTubeチャンネ

ル『JHL voices』4のような動画など，誰にでも可能な

「残す」「伝える」方法は多数存在する。忘却の穴に

落ちてしまいそうな人たちに「現われ」る機会を作るこ

とは，私たち一人ひとりにも十分可能なのである。そ

して，その最初の一歩はやはり「共通の部分（com-

mon）」に気づこうとすることから始まるのではないだ

ろうか。

2．6．2．第11章「閉じられたスキー宿に公共性の風

が吹く」（福村 真紀子）

第11章では，長野県志賀高原にあるカモシカホテル

（仮名）で働く南アジア出身のレイ君（仮名）が，カモ

シカホテルのコミュニティにどのように受け入れられて

いったのかに焦点が当てられている。執筆者である

福村は，その要因として，ホテルの社長や女将，若い

従業員の指導役である野村さん（仮名）の働きかけを

挙げている。レイ君は，上記の人々の働きかけや配

慮により，アレント（1958/1994）の言う「「なに」

（“what”）」ではなく「「何者」（“who”）」として「現わ

れ」ることができていた。つまり，「一人の人間のユ

ニークさを他者の眼前に現わす機会が存在し，他者

にそのユニークさが受け入れられる状態」（p. 266）で

あったことが述べられている。カモシカホテルと対照

的なあるスキースクールの例と比較し，福村は，「抑圧

の力」が支配するコミュニティではなく，古参の者や権

力を持ち得る者が「抑圧の力」を脱ぎ捨て，「権力」

を正しく用いてメンバーが「「何者」（“who”）」である

かを表明する機会を設けることの必要性を述べてい

る。

福村の考察について，アーレント（1951/2017）の

4　https://www.youtube.com/@jhlvoices6282

「見捨てられていること／独りぼっちであること

（Verlassemheit / loneliness）」という点を基に考え

てみたい。アーレント（1951/2017）によると，見捨て

られているという状態は，「どのような個人的な理由に

よるのであれ一人の人間がともに住んでいる世界か

ら追い出されたとき，もしくはどんな歴史的・政治的な

理由によるのであれ人間がともにすんでいるこの世界

が分裂し，たがいに結ばれ合った人間たちが突然自

分自身に投げ返されたとき」（p. 321）に生じるという。

この内，特に「もしくは」以前の部分は，第11章の後

半で述べられているスキースクールのかつての姿が

当てはまる。そして，この見捨てられている状態につ

いて，アーレントは本書第1章でも言及されていた全

体主義運動へと人々を奔らせたと述べている。

福村は，レイ君はカモシカホテルの中で「「何者」

（“who”）」であるかを示す機会があったと述べてい

る。しかし，日本人，外国人含めて他の従業員はどう

だったのだろうか。レイ君のような外国人が1人～数

名いた＝このコミュニティは開かれている，と考えるこ

とに問題はないのだろうか。例えば，レイ君のような

夢があるわけではないが働いている，あるいは，自分

が「「何者」（“who”）」であるかを言語化することに困

難を感じるという場合もあるだろう。このことを上記の

「見捨てられていること／独りぼっちであること

（Verlassemheit / loneliness）」と合わせて考えると，

「「何者」（“who”）」であるかを示す機会の前にまず必

要なのは，「見捨てられていること」という状態を作ら

ないことではないだろうか。「見捨てられていること

／独りぼっちであること」は，「人間は自分の思考の

相手である自分自身への信頼と，世界へのあの根本

的な信頼というものを失う」こと，つまり，「自己喪失」

につながってしまうとされている（アーレント，

1951/2017，p. 351）。カモシカホテルにしろ，言語教

育が行われる場にしろ，そこに公共性の風を吹かせ

るためには，古参の者が「抑圧の力」を脱ぎ捨て「権

力」を正しく用いることが必要であるという福村の主
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張には同意する。その上で，考えるべきなのは，その

コミュニティや組織内の“すべての”人間が「見捨てら

れていること／独りぼっちであること」という状態にな

らないためにはどうしたらよいか，という点ではない

だろうか。このことは，クリネンバーグ（2018/2021）

が，様々な分断が起きつつある現代社会において図

書館や学校，遊び場などの社会的インフラの整備と充

実，価値の再発見の重要性を述べていることとも通じ

る。つまり，そこに参加するすべての人が「見捨てら

れていること」なく存在できる場所を創造すること，言

語教育の場合は教室などをそのような場となるように

することが，「「何者」（“who”）」であるかを示す機会

を提供する前段階として必要なのである。

2．7．第Ⅵ部　アレントとハーバーマスから考える

2．7．1．第12章「言語教育をことばの活動へ広げ

る―ハンナ・アレントが重んじる複数性，開放性，自

由を手がかりに」（福村 真紀子）

第Ⅵ部は，編者の2名がアレントとハーバーマスの

論考を基に言語教育と公共性について整理しており，

一般的な論文の「先行研究」のような位置づけとなっ

ている。

第12章では，福村が，アレントの著書『人間の条

件』を主軸として，公共性，公共哲学や法哲学，教

育学，言語教育の分野で語られてきた「公共性」の

主要概念と意義を整理している。このうち，言語教育

については，「教室を学習者にとってコミュニケーショ

ンの練習をするのに親密圏的な安全な場と見なし，言

語教育を準備教育に位置付ける捉え方」が一般的で

あるものの，複数性や解放，自由といった要素が考慮

されていないと述べている（p. 295）。そのため，「公

共性」という概念を用いて，従来の「言語教育」を「こ

とばの活動」，つまり，「ことば」を用いたあらゆる表

現形式を用いて水平的な関係の参加者同士が「現わ

れ」る機会を作る「活動」として捉えなおすことを提案

している。

「公共性」という観点から考えることで「言語教育」

という枠組みそのものを見直すという指摘を読み，評

者はある方々を思い浮かべた。それは，「日本語教

育，日本語教師のようなことをしている（した）のだけ

れど，『日本語教師』と呼ばれる（あるいは，自ら名乗

る）ことには抵抗を感じる」と話していた方々5である。

評者はそれを聞いたとき，正直，「分かるような気は

するけど，自分はあまりそう感じないな」と感じてい

た。しかし，第12章，そして本書全体を踏まえて改

めて考えてみると，上記のように話していた方々は，

「権力と平等という問題に強い関心を持ち，複数性を

基盤とした開放性と自由を鍵とする 「公共性」 の概念

を追求すること」（p. 296）を志していたのではないだ

ろうか。だからこそ，「教師」という呼び方（呼ばれ

方）に違和感があったのではないかと感じた。逆に言

えば，評者も「日本語教師」の一人であるが，その立

場が持つ「権力」や「抑圧の力」（第11章）について

自覚が不十分なのではないかとも感じた。

以上のことから，「公共性」という観点から言語教

育を考えるということは，「言語教育」という枠組みの

捉え直しだけでなく，「それに関わっているわたし（た

ち）は 「「何者」（“who”）」 なのか」という点の捉え直

しも迫るものであると言えるのではないか。そしてこれ

は，第13章の「中間圏」とも関わる問題なのである。

2．7．2．第13章「ことばの教育と 「公共」 の接点を

探る―ハーバーマスの公共圏における言語観をもと

に」（牛窪 隆太）

第13章は，牛窪が，ハーバーマス（1990/1994）の

論考を基に「公共圏」とその周辺概念を整理し，言語

5　例えば，末松（2025）では，「日本語教師」という名称

が持つ権力性について違和感を持ち，自ら「日本語教師」

と名乗ることを意図的に避けている（その一方で，自身の

職位が権力性を持ってしまうことも自覚している）教師の

例が示されている。
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教育において社会学の用語である「中間圏」を構想

する意義を考察している。中間圏とは，「コミュニティ

のような実態や帰属対象を想起させるものではなく，

親密圏や公共圏の継ぎ目に横たわる，あるいはそこか

らはみ出した社会関係領域そのもの」（秋津，2017，

p. 12）である。中間圏に存在する「その場で発生し

その都度消えていくような不安定なつながり」（p. 

313）に価値を見出し，そこに言語教育の意義を重ね

ることで，言語教育を「すべての人々に関係する共通

のもの（common）」（齋藤，2000，p. ⅷ）として考える

ことが可能になるのではないかと述べている。

中間圏の「その場で発生しその都度消えていくよう

な不安定なつながり」（p. 313）に価値を見出すこと

は，その「つながり」に関わるコミュニケ―ションを考

えること抜きにはできない。その1つの観点として，渡

邊（2017）は，これまで学問の領域とされてこなかった

「とくに意味のない」雑談やおしゃべり（＝「バヴァル

ダージュ（bavardage）」）を，「公共圏と親密圏の両者

の特徴を兼備しており，同時にそのいずれでもないと

いう不安定な位置を占めている」（p. 219）ものである

として，その歴史的変遷をまとめている。特に近代は，

グループのメンバーシップの流動性の上昇や非対面

型のコミュニケーションの台頭などにより，バヴァル

ダージュの空間にも変化が生じている（p. 230）。つま

り，人と人との「つながり」の様式が親密さに影響す

るようになっていることから，渡邊（2017）は，「社交

的なコミュニケーションを継続的におこなうことで一時

的な「つながり」をその都度再活性化し続け，関係性

を維持すること」（p. 234）が重要であると述べてい

る。このように，中間圏に見られる言語形式やコミュ

ニケーション（なるもの）に注目することで，「言語教

育」およびそれに従事する者が関わるべき世界は拡

大されるのではないだろうか。その場合，「教師」「ボ

ランティア」といった役割に規定されていた人々は，そ

の固定的な役割を超えて「「何者」（“who”）」として現

れざるを得ないのである。

3．本書の意義と今後の展望

本書の意義は，「公共性」という観点から「言語教

育」の様々な領域，側面を見つめ直し，従来の枠組

みの見直しを迫っている点である。第1章から第11

章の内容は，従来の「言語教育」という枠組みの実

践や研究の報告だけではなく，それぞれの執筆者が

関わってきた人々や執筆者自身の「ことばによって生

きる」活動を示したものである。このような従来の枠

組みの捉え直しは，例えば第1章の有田のように，新

たな葛藤や迷いを生むことになるかもしれない。しか

し，それらにどのように向き合っていくかによって，

「言語教育」が専門家だけの閉じられたものとなるの

か，広く開かれたものになるのかが決まっていくので

はないだろうか。

今後の展望としては，「ことばによって生きる」人た

ち，そして「ことばによって生きる」活動について，さ

らに幅広い観点から捉える必要があるのではないだ

ろうか。「ことばによって生きる」人たちについては，

本書では，言語について何らかの疾患を抱えている

と診断されている人たちの例は示されていない。例え

ば，何度か報道もされている失語症（読売テレビ

ニュース，2022）やトゥレット症（加藤，2023）などがあ

るだろう。また，「ことばによって生きる」活動として

は，尾辻（第9章）や牛窪（「おわりに」）が述べてい

たインターネット（特に，SNS）上でのコミュニケーショ

ンも，現在多くの人が関わっている「ことばによって生

きる」活動である。さらに，第13章で述べられている

ように，日本語教育や英語教育，その他様々なことば

の教育や研究に関わる者で垣根を越えて「公共性」

という観点から「ことばによって生きる」ことを考えるこ

とも必要だろう。

4．結語：風を感じ，通し，起こす

第二次世界大戦当時のアウシュヴィッツは，一度
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入ったら抜け出せない場所であり，解放されるまで公

共性の風は吹いていなかった。このような状況は，遠

い過去の話ではなく，現代でも起こりうる。本書第11

章で示されていたスキースクールのかつての姿や，本

稿を執筆している2025年に話題になったある高校野

球部での問題など，例をあげればキリがない。しか

し，現在のアウシュヴィッツは，Sawicki（2013）が述

べているように，様々な人々の想いや努力によって，

訪れる人達に「「ここ」 でこんなことがすべて起きたの

だと，記憶の場所，アウシュヴィッツの訪問者にしっか

り自覚してもらうこと」（原文ママ）を可能としている。

公共性の風は静かに，しかし確実に吹き続けている。

では，言語教育はどうか。「権力」にも「抑圧する

力」にもなりうる何らかの力を持った者（教師，ボラン

ティアなど）が学習者と過ごす場（教室など）や時間

は，かつてのアウシュヴィッツのようになっていない

か。言語教育の議論はその関係者のみで議論され，

「収容所内のルール」のようになっていないか。広く開

かれ議論されるもの，本書で言えばことばの活動とし

て開いていくためには何が必要なのか。自然界の風

と異なり，言語教育における公共性の風は我々人類

が起こさなければ吹き始めない。それは紛れもなく，

言語教育，ことばの活動の最前線にいる一人ひとりに

掛かっているのである。
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Abstract

This paper is a book review of Language and publicness: From language education 

to linguistic action, edited by Ryuta Ushikubo, Makiko Fukumura and Hideo 

Hosokawa. The book brings together fifteen contributors engaged in language 

education and research across diverse fields. They collectively examine their prac-

tices and experiences through the lens of “publicness.” In doing so, the authors 

encourage readers to reconsider the significance and potential of reframing “lan-

guage education”̶traditionally seen as the domain of specialists̶as the broader 

notion of “linguistic action,” relevant to all. This review summarizes and critically 

evaluates the content of each chapter, concluding with an assessment of the vol-

ume’s overall significance and its implications for future work.
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